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(57)【要約】
【課題】  操作部に複数のリモートボタンが配置された
内視鏡において、リモートボタンを誤操作することがな
いように操作部を構成する。
【解決手段】  操作部に、湾曲操作ノブ等の操作部材が
設けられるとともに、さらに外部機器を遠隔操作するた
めの複数のリモートボタンが近接して配置された内視鏡
において、操作部に密接して配置された複数の操作ボタ
ンのうち、少なくとも互いに隣接する２つのリモートボ
タンについて、所定の傾斜角度を有する２つの隣接する
平面上にそれぞれ配置することによって、押し込み方向
が異なるようにする。隣接するリモートボタンの押し込
み方向を異ならせることによって、同時に２つのボタン
を押し込んでしまうような誤操作をなくすことができ
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  操作部と該操作部に延設された挿入部と
を有し該操作部には外部機器を遠隔操作するための複数
の操作ボタンが互いに近接配置して設けられた内視鏡で
あって、
前記複数の操作ボタンのうち少なくとも互いに隣接する
２つの操作ボタンの押し込み方向が異なるように構成さ
れていること、を特徴とする内視鏡。
【請求項２】  前記互いに隣接する２つの操作ボタン
は、前記操作部の外壁面の一部であって、所定の傾斜角
度を有する２つの隣接する平面上にそれぞれ配置される
ことにより、押し込み方向が互いに異なるように構成さ
れていること、を特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】  前記互いに隣接する２つの操作ボタン
は、前記操作部の外壁面の一部であって、曲面を構成す
る連続面上に隣接して配置されることにより、押し込み
方向が互いに異なるように構成されていること、を特徴
とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項４】  前記互いに隣接する２つの操作ボタン
は、それぞれの押し込み方向に延長した軸線が互いに交
わるように、前記それぞれの押し込み方向が定められて
いること、を特徴とする請求項１から３のいすれかに記
載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、内視鏡の操作部に
配置される遠隔操作用のボタンの構成に関する。
【０００２】
【従来の技術】内視鏡は、体腔内へ挿入される可撓性の
挿入部、およびこの挿入部の基端部分が接続される操作
部を有し、また、この操作部は接続部を介して画像処理
を行うプロセッサ等の外部機器に接続されるように構成
されている。内視鏡の操作部には、挿入部を湾曲操作す
るための湾曲操作ノブ、送気・送水ボタン、吸引ボタン
等の他、さらに、画像のフリーズ、コピー等を行うため
の、つまり外部機器を遠隔操作するためのボタン（以
下、リモートボタンと記す）が付加されることになる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】内視鏡の操作部の操作
ノブ、送気・送水ボタン、吸引ボタン等の操作性を確保
しつつ、さらに、リモートボタンを付加する構成とする
には、リモートボタンの間隔は密にならざるを得ない。
特に、内視鏡の操作性向上のために操作部の小型化を図
る場合は、その傾向はさらに強くなる。したがって、こ
のように密に配置されたリモートボタンを誤操作するこ
とのないように構成することが望まれることになる。
【０００４】本発明はこのような事情に鑑みてなされた
ものである。すなわち、本発明は、操作部に複数のリモ
ートボタンが配置された内視鏡において、リモートボタ
ンを誤操作することがないように操作部を構成すること
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を目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、操作部に密接して配置された複数の操作ボタンのう
ち、少なくとも互いに隣接する２つのリモートボタンに
ついて、押し込み方向が異なるようにする（請求項
１）。隣接するリモートボタンの押し込み方向を異なら
せることによって、同時に２つのボタンを押し込んでし
まうような誤操作をなくすことができる。
【０００６】好ましい例としては、互いに隣接する２つ
のリモートボタンを、操作部の外壁面の一部であって、
所定の傾斜角度を有する２つの隣接する平面上にそれぞ
れ配置させる（請求項２）。このことによって、これら
のリモートボタンの押し込み方向を異ならせることがで
きる。
【０００７】或いは、互いに隣接する２つの操作ボタン
を、操作部の外壁面の一部であって、曲面を構成する連
続面上に隣接して配置させても良い（請求項３）。この
場合も、これらのリモートボタンの押し込み方向を異な
らせることができる。
【０００８】なお、互いに隣接する２つの操作ボタン
は、それぞれの押し込み方向に延長した軸線が互いに交
わるように、それぞれの押し込み方向が定められている
ことが、操作性の面で好ましい（請求項４）。
【０００９】
【発明の実施の形態】図１は、本発明の実施形態として
の内視鏡の全体的な構成を表している。まず、内視鏡の
全体的な構成図である図１に関して説明する。内視鏡
は、挿入部１、挿入部１の基端部分が接続される操作部
３、および、外部機器と接続される接続部５から構成さ
れる。挿入部１の先端部１ａには対物光学系等が配置さ
れる。操作部３には、湾曲操作ノブ１３ａ，１３ｂ、吸
引ボタン１４、送気・送水ボタン１５が設けられている
他、接続部５を介して接続されるプロセッサ等の外部機
器を遠隔操作するための４つのリモートボタン１１ａ－
１１ｄが配置されている。
【００１０】リモートボタン１１ａ－１１ｄの機能は、
例えば、画像のフリーズ、コピー等、プロセッサによっ
て実行される各種の機能に関するものである。湾曲操作
ノブ１３ａ，１３ｂ、吸引ボタン１４、および送気・送
水ボタン１５の操作性の確保と、操作部３をよりコンパ
クトに構成する目的から、リモートボタン１１ａ－１１
ｄは、指が同時に触れてしまうほど間隔が密になってい
る。なお、図１において符号６は、鉗子等の処置具を挿
入するための処置具挿入部を示している。内視鏡は、通
常、術者が一方の手で操作部３を把持しつつ各種の操作
部材を指で操作して用いる。或いは、左手で操作部３を
把持しつつ、右手を操作部３に添えて操作部材を操作す
るという使い方をする場合もある。
【００１１】操作部３の構成を図２に示す。図２（ａ）



(3) 特開２００３－３２５４３０

10

20

30

3
は、操作部３を挿入部１の軸線方向に沿って図１の左側
から見た図であり、図２（ｂ）は、操作部３を図１の下
方より見た図である。各リモートボタンは、例えば、操
作部３を手で把持しつつ親指でリモートボタン１１ｃ，
１１ｄを操作し、人差し指でリモートボタン１１ａ，１
１ｂを操作するように使用する。
【００１２】図２に示すように、互いに隣接するリモー
トボタンは、押し込み方向が異なるように構成されてい
る。リモートボタン１１ｃおよび１１ｄは、押し込み方
向はそれぞれ矢印Ｘ１およびＸ２で示されるように内向
き方向となっており、押し込み方向の軸線Ｘ１，Ｘ２の
延長線は互いに交わる。したがって、親指でリモートボ
タン１１ｃ、１１ｄのいずれを操作しようとして、意図
しない方のリモートボタンを同時に押してしまうような
ことはない。
【００１３】リモートボタン１１ｃ，１１ｄの押し込み
方向を異ならせる構成の具体的な例を図３（ａ）、図
４、および図５に示す。図３（ｂ）は、比較のために、
仮に押し込み方向を同一とした場合の構成を示した。な
お、これらの図は、操作部３のリモートボタン１１ｃお
よび１１ｄの押し込み方向に沿った断面図である。
【００１４】図３（ａ）は、リモートボタン１１ｃ，１
１ｄを、それぞれ所定の傾斜角度で交わる平面上に設け
た例である。このように構成することによって、１つの
平面上に２つのリモートボタンを並べた場合（図３
（ｂ））と比較し、リモートボタン１１ｃ，１１ｄの押
し位置間隔を広くすることができる（ｄ２＞ｄ１）。
【００１５】図４は、隣接するリモートボタン１１ｃ，
１１ｄを曲面上に、設置部分の表面鉛直方向に設けた場
合の例である。この場合にも、押し込み方向を異ならせ
るとともに、押し込み位置間隔を図３（ｂ）の場合より
も広くすることができる。
【００１６】３つのリモートボタンを設ける場合には、
図５のように、３つの平面上にリモートボタンを設ける
ことで、全てのリモートボタンの押し込み方向を異なら
せることができる。

4
【００１７】本発明は、以上で例示したものにかぎられ
ない。互いに隣接するリモートボタンの押し込み方向や
リモートボタンの数に関して、様々な変形例が有り得
る。押し込み方向を異ならせるための、リモートボタン
の設置面の形状も様々なものが有り得る。なお、隣接す
る２つのリモートボタンを、１つの水平面上に押し込み
方向を異ならせて設ける構成も可能であることはいうま
でもない。
【００１８】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、操
作部に外部機器の遠隔操作用のリモートボタンが複数配
置された内視鏡において、リモートボタンの誤操作を防
止し、それにより操作性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態としての内視鏡の全体的な構
成を表す図である。
【図２】図２（ａ）は、操作部を挿入部の軸線方向に沿
って図１の左側から見た図であり、図２（ｂ）は、操作
部を図１の下方より見た図である。
【図３】図３（ａ）は押し込み方向を異ならせてリモー
トボタンの設置した例を示す図であり、図３（ｂ）は、
比較のために、押し込み方向を同一とした場合の図であ
る。
【図４】リモートボタンを曲面上に設置することによ
り、押し込み方向を異ならせた例を示す図である。
【図５】３つのリモートボタンを、押し込み方向を異な
らせて設置した例を示す図である。
【符号の説明】
１  挿入部
３  操作部
５  接続部
１１ａ，１１ｂ，１１ｃ，１１ｄ  リモートボタン
１３ａ，１３ｂ  湾曲操作ノブ
１４  吸引ボタン
１５  送気・送水ボタン
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